
 

 

令 和 ５ 年 度 

 

 

千葉県内部統制評価報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

千 葉 県 

 



令和５年度千葉県内部統制評価報告書 

 

千葉県知事 熊谷俊人は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）

第１５０条第４項の規定による評価を行い、同項に規定する報告書を次のとおり作成しま

した。 

１ 内部統制の整備及び運用に関する事項 

千葉県知事は、千葉県の内部統制の整備及び運用に責任を有しており、千葉県におい

ては、「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」（平成３１年

３月総務省公表。以下「ガイドライン」という。）を踏まえ、「千葉県内部統制基本方

針」（令和３年６月１８日改定）に基づき財務に関する事務に係る内部統制体制の整備

及び運用を行っています。 

２ 評価手続 

千葉県においては、令和５年度を評価対象期間とし、令和６年３月３１日を評価基準

日として、ガイドラインに従い、財務に関する事務に係る全庁的な内部統制の評価及び

業務レベルの内部統制の評価を行いました。 

３ 評価結果 

上記評価手続のとおり、ガイドラインに規定する評価作業を実施した限り、全庁的な

内部統制及び業務レベルの内部統制については、評価対象期間中の運用上の重大な不備

を把握しました。このため、千葉県の財務に関する事務に係る内部統制は、当該運用上

の重大な不備が生じた事務について、評価対象期間において有効に運用されていないと

判断しました。 

当該運用上の重大な不備を除く財務に関する事務に係る内部統制は、評価基準日にお

いて有効に整備され、評価対象期間において有効に運用されていると判断しました。 

 

４ 不備の是正に関する事項 

当該運用上の重大な不備については、以下のとおりです。 

① 農林水産部職員が、令和元年度に県が発注した農業用機械の修理に際し、相手方事

業者と共謀し、部品代金の水増し請求を行った詐欺の疑いで逮捕され、令和５年８月

に有罪判決が言い渡されました。 

② 県土整備部職員が、予定価格等の入札に関する情報を特定の建設業者に漏らし、 

その見返りとして現金、接待を受けた収賄の疑いで逮捕され、令和６年６月に有罪判

決が言い渡されました。 

一部職員により、農業用機械の修理における詐欺及び入札に関する予定価格等の情報

漏洩・収賄が行われたことは、公務に対する県民の信頼を著しく損ね、本県に大きな社

会的不利益を生じさせたものと認められることから、運用上の重大な不備に該当すると

判断しました。 

 



これらの事案の発生を受け、①については、特別監察を実施し、その結果を踏まえ、

発注業務の適正化、履行確認の強化や研修の徹底等、再発防止策に取り組むとともに、

②については、「県土整備部における不適正事案に関する検討会議」を設置し、事件の経

緯の調査、これまでの取組の検証、再発防止策の検討等を行っているところです。 

今後、業務に関わる法令の遵守等、内部統制の徹底を図り、県民に信頼される県政の

確保に努めてまいります。 

 

５ その他 

上記１～４の詳細については別紙「評価結果の概要」を参照してください。 

 

 

令和 ６ 年 ７ 月 ２ 日 

千葉県知事  熊谷 俊人 
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１ 内部統制の整備及び運用に関する事項 

内部統制推進部局（総務課行政経営室。以下「推進部局」という。）は、ガイドライ

ンを踏まえ、千葉県内部統制基本方針（令和３年６月１８日改定）［参考資料１］に

基づき、「財務に関する事務」を内部統制の対象事務として、以下のとおり内部統制

の整備及び運用を行いました。 

内部統制の対象組織は、知事部局のほか、知事の権限が及ぶ範囲内で、他の執行機

関（議会事務局や各行政委員会等）を対象組織としています。 

（１）内部統制の整備 

令和５年４月４日付け総第５号総務部長通知「令和５年度における内部統制の整備

について」（以下「整備通知」という。）により、各所属は、内部統制３様式（作業

一覧表、業務全体フロー図及びリスク評価シート）［参考資料２］及び「内部統制３

様式整備状況一覧 兼 評価シート」（以下「評価シート」という。）［参考資料３］を

作成しました。 

また、自己評価結果において散見された「資金前渡職員名義の通帳の一括記帳」を、

リスク一覧に追加するとともに、推進部局において作成した「令和４年度不適切な事

項の主な発生事例」を参考に、各所属においてリスク対応策等を修正する必要がない

か検討しました。 

各部局庁等主管課においては、各部局庁内の整備状況を取りまとめるとともに、 

作成数が極端に少ない所属がないか、必要な内部統制３様式が未作成となっている所

属はないか等、部局庁等内の内部統制３様式の作成数を管理することとしました。 

（２）内部統制の運用 

令和５年７月２６日付け総第３８１号総務部長通知「内部統制の運用について」

（以下「運用通知」という。）により、各所属は、整備通知に基づき作成した内部統

制３様式に沿ってリスク対応を図りながら日常の業務を行うとともに、コンプライア

ンス推進強化月間等の機会をとらえて自己点検を行いました。 

各所属において不適切な事項やヒヤリ・ハットが発生したときは評価シートへ記録

するとともに、所属内で再発防止策を検討・実施し、情報共有を図ることとしました。 

監査委員の定期監査に伴う職員調査における指摘、国の会計検査における指摘及び

出納局の会計検査における「指摘事項」（以下「指摘等」という。）があった場合は、

内部統制の「不備あり」として評価シートへ記録するとともに、令和５年度から、 

監査委員の定期監査に伴う職員調査及び国の会計検査において指摘を受けたときは、

総務課リスクマネジメント推進室宛てに「監査・会計検査結果通知書」を提出するこ

ととしました。 

また、令和５年１２月２５日付け総第８７３号総務部長通知「令和４年度内部統制

評価結果について」により、令和４年度千葉県内部統制評価報告書に付された監査委

員の審査意見への対応として、業務主務課（組織横断的な事務を総括する所属、出先

機関等が行う業務の主務課。以下同じ。）は、業務改善や事務ミス発生時の再発防止

策の検討をする際には、デジタル技術の活用が事務ミス防止に有効に働くという視点

をもって、各部局のＤⅩ推進リーダーと連携して、業務見直しをすることとしました。 

（３）自己評価 

令和５年１２月２０日付け総第８４７号総務部長通知「内部統制の自己評価につい

て」により、各所属は、評価シートに記載した業務について、評価基準日・評価対象

期間における整備上・運用上の不備の有無及び「不備あり」の場合にはその後の改善

が実施されているかを自己評価しました。  
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２ 評価手続 

（１）評価体制  

内部統制評価部局（総務課リスクマネジメント推進室。以下「評価部局」という。） 

が、ガイドライン及び「千葉県内部統制評価計画」（令和６年２月策定）に基づき、

独立的評価により全庁的な内部統制の評価及び業務レベルの内部統制の評価を行いま

した。 

（２）評価対象期間、評価基準日及び評価対象所属 

ア 評価対象期間 令和５年度（令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで） 

イ 評価基準日 令和６年３月３１日 

ウ 評価対象所属 本庁・出先機関 計４６０所属 

（３）評価方法 

ア 全庁的な内部統制の評価 

評価部局は、「全庁的な内部統制の評価項目」【別表１】に定める評価項目によ

り、関係所属の評価対象期間における全庁的な内部統制の整備状況・運用状況を把

握し、それらを踏まえ、整備上及び運用上の不備の有無を把握した上で、不備があ

る場合には当該不備が重大な不備に当たるかどうかの判断を行いました。 

イ 業務レベルの内部統制の評価 

評価部局は、各所属において、リスク対応策の整備が適時に実施されたか、リス

ク対応策の内容が適切であったか、自己点検やその後の改善が適切に実施された

か、を評価項目とし、各所属が実施した自己評価結果を基に、評価部局が独立的評

価により有効性の評価を行いました。 

具体的には、各所属における内部統制３様式の整備状況、各所属が評価シートに

より実施した自己評価結果について、不備の有無を把握し、不備がある場合には当

該不備が重大な不備に当たるかどうかの判断を行いました。 

ウ 内部統制の不備と有効性の評価 

全庁的な内部統制、業務レベルの内部統制のいずれにおいても、次のとおり取り

扱うこととしました。 

整備上の不備 運用上の不備 

・内部統制が存在しない。 

・規定されている方針及び手続では目的

を十分に果たすことができない。 

・規定されている方針及び手続が適切に

適用されていない。 

 

「整備上の重大な不備」 

・整備上の不備のうち、全庁的な内部統

制の評価項目に照らして著しく不適切

であり、本県や県民に大きな経済的・

社会的不利益を生じさせる蓋然性が高

いもの。 

⇒ 評価基準日において整備上の重大

な不備が存在する場合、本県の内部

統制は有効に整備されていないと判

断する。 

・整備段階で意図したように内部統制

の効果が得られておらず、結果とし

て不適切な事項を発生させた。 

 

 

 

「運用上の重大な不備」 

・運用上の不備のうち、不適切な事項

が実際に発生したことにより、結果

的に、本県や県民に大きな経済的・

社会的不利益を生じさせたもの 

 

⇒ 評価対象期間において運用上の

重大な不備が存在する場合、本県

の内部統制は有効に運用されてい

ないと判断する。 
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※ 運用上の重大な不備については、不適切な事項が実際に発生したかどうかを基

に判断するものであり、評価基準日時点において整備上の対応も必要であると考

えられる場合であっても、重複して整備上の重大な不備に該当することとはしな

いものとします。 

エ 過年度の重大な不備を把握した場合の取扱い 

過年度の内部統制の重大な不備を把握した場合は、当年度の内部統制評価報告書

において、把握した過年度の重大な不備の内容、重大な不備が発生した理由、是正

するために実施した措置及び改善の状況を記載します。 
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３ 評価結果 

（１）全庁的な内部統制の評価【別表１参照】 

ア 全庁的な内部統制の整備状況及び運用状況について 

・統制環境（評価項目１～３） 

知事は、千葉県コンプライアンス基本指針を定め、千葉県コンプライアンス

推進計画のもと、「県民に信頼される県政」の確保に向けた取組を実施していま

す。 

内部統制の目的を達成するため、限られた人的資源を適正に配置し、効率的

な業務執行や効果的な施策展開ができるよう、組織の見直しを行っています。 

県民志向、組織力向上、仕事力向上を、職員として常に意識すべき基本的姿

勢として掲げ、人事評価制度の実施、キャリア形成支援、研修等による能力開発

を実施しています。 

・リスクの評価と対応（評価項目４～６） 

全ての「財務に関する事務」について、作業手順の明確化、可視化及び標準

化を行い、事務に内在するリスクをあらかじめ抽出し、これに対する対策を講じ

ておくことにより、事務の適正な執行を確保しています。 

不適正経理問題等を踏まえ、リスクを網羅的に検証するとともに、リスクの

重要性を分析し、リスクへの具体的な対応策を整備しています。 

評価部局による監察等により、不正を適時に発見し、迅速・適切な対応を図

る体制を整備しています。 

・統制活動（評価項目７、８） 

千葉県内部統制基本方針等に基づき、各所属は内部統制３様式を整備し、必

要なリスク対応策を講じています。 

各所属による自己評価の実施、評価部局による自己評価結果の確認を行い、

内部統制の不備を把握するとともに、「重大な不備」がある場合は速やかな是正

及び計画的な改善を実施する等、内部統制を運用しています。 

・情報と伝達（評価項目９、１０） 

公文書管理、当初予算・補正予算及び一般会計決算見込みの公表、公益通報、

千葉県行政手続条例に基づくパブリックコメントの実施等、組織に必要な情報の

作成・活用及び個人情報、マイナンバー等の管理を実施しています。 

県の重要施策に関して、各機関相互の総合調整等を行う庁議の実施、全庁情

報ネットワークの整備、維持管理等、情報を適時かつ適切に伝達される体制の構

築、及び県職員等による内部通報制度の運用を行っています。 

・モニタリング（評価項目１１） 

内部統制について、各所属が行う自己点検・自己評価、評価部局が行う監察、

及び出納局が行う会計検査等、モニタリングの仕組みを整備、運用しています。 

・ＩＣＴへの対応（評価項目１２） 

情報システムのライフサイクルを通じて、適正な運用管理、開発等が行われ

ることに資するため、継続的な評価を実施しています。 

イ 全庁的な内部統制の不備について 

上記アの結果、整備上の不備はありませんでした。 

運用上の不備につきましては、リスクの評価と対応において、不正に対する防止

策を講じているにも関わらず、一部職員により、入札に関する予定価格等の情報漏

洩・収賄が行われていたことを把握しました。 
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【概要】 

県土整備部職員が、予定価格等の入札に関する情報を特定の建設業者に漏ら

し、その見返りとして現金・接待を受けた収賄の疑いで逮捕され、令和６年６月

に有罪判決が言い渡されました。 

【原因】 

本事案が発生したのは、収賄の当事者である職員の規範意識の欠如が原因と

考えられますが、事件の背景の一つとして、県土整備部の共有サーバーから、予

定価格等の入札に関する情報の入手が可能であったことが挙げられます。 

なお、令和６年２月１日に、「県土整備部における不適正事案に係る検討会

議」を設置し、事件の経緯等の調査を行っているところです。 

ウ 全庁的な内部統制の重大な不備について 

上記イで把握した運用上の不備について、職員による入札に関する予定価格等の

情報漏洩・収賄が発生したことは、公正な職務の執行に対する県民の信頼を著しく

損ね、本県に大きな社会的不利益を生じさせたものと認められることから、運用上

の重大な不備に該当すると判断しました。 

（２）業務レベルの内部統制の評価【別表２参照】 

ア リスク対応策の整備が適時に実施されたか 

本庁・出先機関計４６０所属は、各所属が行う財務事務計１５,０３７件、１所

属当たり平均約３３件の内部統制３様式を整備しました。 

イ リスク対応策の内容が適切であったか 

業務主務課は、所管する内部統制３様式について、キャッシュレス決済の導入に

伴う新規作成、電子契約サービスの利用や適格請求書（インボイス）を発行する際

のリスク対応策を追加する等、必要なリスク対応策を講じました。 

業務主務課が新規作成・修正等を行った内部統制３様式標準形をもとに、各所属

は、必要に応じて適宜、自己の整備した内部統制３様式の見直しを行いました。 

ウ 自己点検やその後の改善が適切に実施されたか 

各所属は、コンプライアンス推進強化月間等において自己点検を実施しました。

また、監査・会計検査の指摘等があった所属においては、運用上の不備として、必

要な改善・是正を行いました。 

（ア）整備上の不備について 

評価部局が把握した整備上の不備は、１１４件でした。 

整備上の不備と判断した理由は、①内部統制が存在しない５４件、②規定さ

れている方針及び手続では目的を十分に果たすことができない４４件、③規定さ

れている方針及び手続が適切に適用されていない１６件、となっています。 

判明した不備については、内部統制３様式の新規作成や修正等、必要な整備

を行っています。 

（イ）運用上の不備について 

評価部局が把握した運用上の不備は、５９３件でした。 

内訳は、R054支出負担行為の遅れ７５件、R047支払遅延７１件、R019調定の時

期誤り３９件、R058設計金額の誤り３２件、R112督促遅延２６件等となっていま

す。 

不備が生じた原因としては、チェック・確認不足２２８件、手続の漏れ・失

念１５９件、制度の理解不足１３５件等となっています。 
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次に、内部統制３様式について、標準形別に運用状況を評価しました。 

〇共通事務標準形運用状況 

区分 ３様式作成数 

(件) 

不備発生数 

(件) 

発生割合 

(%) 

収入 2,197 131 6.0 

公共工事 800 47 5.9 

物品購入・委託等 5,686 266 4.7 

財産管理 535 31 5.8 

負担金・補助金・交付金 1,093 33 3.0 

その他 778 14 1.8 

証紙売りさばき等 202 14 6.9 

指定管理料支払い 21 1 4.8 

基金 21 0 0 

特別会計 11 0 0 

振替等 673 10 1.5 

 

【不備の発生件数の多いもの】 

（区分 収入に関するもの） 

標準形番号001-02（納入通知書による収納）については、所属において  

６５９件作成されているところ、５６件の運用上の不備がありました。リス

クの種別では、R019調定の時期誤り１９件、R112督促遅延１６件、R018収入金

額誤り１１件等、発生原因では、チェック・確認不足２８件、手続の漏れ・

失念１３件等、という状況でした。 

（区分 物品購入・委託等に関するもの） 

標準形番号003-01（物品購入・業務委託等（一般競争入札（長期継続契約の

場合を含む）））については、所属において４６２件作成されているところ、

３７件の運用上の不備がありました。リスクの種別では、R054支出負担行為の

遅れ６件、R056発注数量、発注物品・発注業務（委託）の誤り６件、R061調査

基準価格・最低制限価格適用誤り６件等、発生原因では、チェック・確認不

足１８件、手続の漏れ・失念９件、制度の理解不足８件等、という状況でし

た。 

標準形番号003-03（物品購入・業務委託等（随意契約））については、所属

において１，１１０件作成されているところ、１０９件の運用上の不備があ

りました。リスクの種別では、R054支出負担行為の遅れ４１件、R047支払遅延

１９件等、発生原因では、手続の漏れ・失念４０件、制度の理解不足２９件、

チェック・確認不足２４件等、という状況でした。 

 

【不備の発生割合の高いもの】 

（区分 公共工事に関するもの） 

標準形番号002-02（建設工事（指名競争入札））については、所属において

２６６件作成されているところ、３０件（１１．３％）の運用上の不備があ

りました。リスクの種別では、R058設計金額の誤り１７件等、発生原因では、

チェック・確認不足２２件等、という状況でした。 
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〇固有事務標準形運用状況 
標準形番号 標準形業務名 ３様式作成

数 

(件) 

不備発生件

数 

(件) 

発生割合 

(%) 

固44‐教07 県立学校会計年度任用職員に係る

報酬等の支給 

403 14 3.5  

固45‐教08 授業料の徴収（口座振替等） 121 13 10.7  

固12‐総12 県税過誤納還付金の支払い 14 6 42.9  

 

【不備の発生件数の多いもの】 

標準形番号固44-教07（県立学校会計年度任用職員に係る報酬等の支給）に

ついては、所属において４０３件作成されているところ、１２件の運用上の

不備がありました。リスクの種別では、R046支出金額誤り６件、R068算定金額

の誤り３件、R047支払遅延２件等、発生原因では、制度の理解不足６件、チェ

ック・確認不足５件等、という状況でした。 

標準形番号固45-教08（授業料の徴収（口座振替等））については、所属にお

いて１２１件作成されているところ、１３件の運用上の不備がありました。

リスクの種別では、R017収入相手方誤り７件等、発生原因では、手続の漏れ・

失念８件等、という状況でした。 

 

【不備の発生割合の高いもの】 

標準形番号固12-総12（県税過誤納還付金の支払い）については、所属にお

いて１４件作成されているところ、６件（４２．９％）の運用上の不備があ

りました。リスクの種別では、R033不適切な還付処理５件等、発生原因では、

チェック・確認不足３件等、という状況でした。 

 

今回の評価の結果、内部統制３様式は、業務フロー、業務プロセスにおいて

想定されるリスク、リスクの重要度、リスクの発生が考えられる原因、リスク対

応策について、標準的な形式が示されているところ、運用上の不備の発生は、想

定したリスクについて、講じるべきリスク対応策を実践していないこと、または

実践していたとしても不十分であることが要因となって、リスクが発現したもの

と考えられます。 

内部統制３様式を作成する業務主務課においては、各所属の自己評価結果を

踏まえ、リスクの発生原因が、手続の漏れ・失念であれば更なる注意喚起、制度

の理解不足であれば研修・マニュアルの充実、チェック・確認不足であれば業務

に関連するチェックリストの作成等、リスクの発生状況に応じたリスク対応策の

強化が必要であると考えられます。 

一方、リスクが発現した所属においては、該当する内部統制３様式の内容を

改めて確認するとともに、リスクの発生原因が、手続の漏れ・失念であれば関係

者によるスケジュールや情報の共有、制度の理解不足であれば研修の受講やマニ

ュアルの確認の徹底、チェック・確認不足であれば複数名によるダブルチェック

等、具体的な対策を講じることが必要です。 

（ウ）重大な不備について 

判明した整備上・運用上の不備のうち、以下の２件について、重大な不備に

該当するものと判断しました。 
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① 農業用機械の修理における詐欺【別表３参照】 

物品購入・業務委託等に係る内部統制３様式を整備していたにも関わらず、

農業用機械の修理における詐欺が行われていたことによる運用上の不備を把

握しました。 

【概要】 

農林水産部職員が、令和２年３月に県が発注したトラクターの修理に際し、 

相手方事業者と共謀して部品代金を水増し請求した詐欺の疑いで逮捕され、

令和５年８月に有罪判決が言い渡されました。 

【原因】 

県は、令和５年６月から令和６年２月にかけて、本事案が発生した所属に

対し、特別監察を実施しました。 

本事案が発生したのは、詐欺の当事者である職員の規範意識の欠如が原因

と考えられますが、特別監察の結果、事件の背景として、発注担当者ではな

い職員が発注業務に関与していたこと、発注担当者と同じ者により履行確認

が行われていたこと、履行確認が不十分であったこと、所属職員全体に対す

るコンプライアンス研修が十分に行われていなかったこと、が判明しました。 

【重大な不備の該当性】 

職員が特定の事業者と共謀して県に対して詐欺を行ったことは、公正な職

務の執行に対する県民の信頼を著しく損ね、本県に大きな社会的不利益を生

じさせたものと認められることから、運用上の重大な不備に該当すると判断

しました。 

② 予定価格等の情報漏洩・収賄 

建設工事に係る内部統制３様式を整備していたにも関わらず、入札に関す

る予定価格等の情報漏洩・収賄が行われていたことによる運用上の不備を把

握しました。事案の概要及び原因は、上記３（１）イに記載のとおりです。 

【重大な不備の該当性】 

職員による入札に関する予定価格等の情報漏洩・収賄が発生したことは、

公正な職務の執行に対する県民の信頼を著しく損ね、本県に大きな社会的不

利益を生じさせたものと認められることから、運用上の重大な不備に該当す

ると判断しました。 

 

 

４ 不備の是正に関する事項 

（１）農業用機械の修理における詐欺 

【是正措置】 

特別監察の結果を基に、本事案が発生した所属に対し、発注担当者による発注の徹

底、履行確認は履行確認者が行うことの徹底、履行確認の強化、全職員に対するコン

プライアンス研修の実施に取り組むよう助言・指導を行いました。 

【是正後の内部統制の状況等】 

本事案が発生した所属は上記是正措置に取り組むとともに、評価部局は監察の実施

により、取組状況の確認を行います。 
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（２）予定価格等の情報の漏洩・収賄 

【是正措置】 

令和６年２月１日に、「県土整備部における不適正事案に係る検討会議」を設置し

たところであり、事件の経緯の調査、平成２９年の官製談合防止法違反事件を受けて

講じた取組の検証、本事件を受けて講ずべき再発防止策の検討を行っています。 

事件当時に県土整備部内でのファイルのやりとりに利用していた共有サーバーは、

既に廃止されており、現在は、業務に関係のない職員が入札情報にアクセスできない

よう、アクセス権限を限定できる全庁ファイル共有システムを使用することとなって

います。県土整備部は、入札情報等、機密性の高い情報について、ＩＣＴの業務を所

管する部局と連携して、適正に管理することが求められます。 

また、職員が利害関係者と接することについて、県民の疑惑や不信を招くことがな

いよう、倫理条例等について必要な見直しを行い、全庁的に適正な運用を図る必要が

あります。 

なお、本事件に係る再発防止策等の対応については、令和６年度において、内部統

制の整備状況及び運用状況の評価を実施します。 

 

 

５ 昨年度の「次年度に向けた取組」への対応 

昨年度の内部統制評価報告書において「次年度に向けた取組」として記載した事項

について、以下のとおり対応しました。 

（１）内部統制の取組の定着 

令和５年１１月３０日付け総第７６８号総務部長通知「内部統制に係る研修の実施

について」により、前年度に引き続き、オンデマンドによる研修会を実施しました。 

研修の内容は、「内部統制制度の概要」、「内部統制の整備」、「内部統制の運用」及

び「内部統制の不備と対応状況の記録について」であり、７，３９０名の職員が受講

しました。 

引き続き、研修の実施により、職員の内部統制に対する理解を促進し、内部統制の

取組の定着を図ります。 

（２）入札事務の適正化 

入札事務の適正化に向け、積算業務を所掌する所属では、一部で、積算誤りを防止

するため、積算システムの試験運用を開始したのをはじめ、設計書のチェックにＡＩ

技術の活用を検討する等の取組が行われています。 

業務主務課においては、各部局のＤＸ推進リーダーと連携して、デジタル技術やＡ

Ｉ技術の活用が事務ミス防止に有効に働くという視点をもって、業務を見直すよう、

引き続き取組を進めます。 

（３）収入・支出事務の適正化 

運用通知において、リスク一覧に記載したリスクのうち、令和４年度に不適切な事

項が発生したものについて、「決裁における確認の視点」として、収入・収入手続、

契約、支出、財産管理の区分により発生原因をまとめました。 

各所属において決裁等を行う際に参照することにより、収入・支出事務の適正化に

努めています。  
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６ 次年度に向けた取組について 

（１）内部統制の取組の定着 

令和６年１月に実施した「事務ミス防止のための階層別セルフチェック」において

は、内部統制制度に対する理解が進展しているかを確認するため、以下のとおり設問

を変更して、職員の意識を調査しました。 

【変更前の設問】 

①内部統制制度に取り組む必要性の認識 

②内部統制３様式を作成する取組の認識 

③内部統制制度に取り組む意義の認識 

④内部統制３様式の活用（担当者のみ） 

【変更後の設問】 

①内部統制制度に取り組む必要性の理解 

②業務プロセスの明確化及びリスクへの対策 

③内部統制３様式の確認並びに自己点検による不備の把握及び改善 

これらの設問に対し「認識（理解）している」又は「ある程度認識（理解）してい

る」と回答した職員の割合は、下表のとおりでした。 

 

設問 

担当者 班長・室長 課長・副課長 

R6.1 R5.1 R6.1 R5.1 R6.1 R5.1 

① 98.4% 89.5% 98.5% 96.0% 99.1% 98,4% 

② 96.2% 85.7% 95.7% 95.3% 97.4% 97.7% 

③ 93.3% 90.6% 93.6% 96.5% 91.5% 99.2% 

④ － 83.1% － － － － 

設問①から③までについては、各項目とも全ての階層で、９割を超える職員が「認

識（理解）している」又は「ある程度認識（理解）している」と回答しており、内部

統制制度に対する理解は進んできていますが、③については、「認識（理解）してい

る」又は「ある程度認識（理解）している」と回答した割合が一番低いことから、内

部統制制度を理解しつつも、その整備や運用が不十分であることが伺えます。 

このため、内部統制に係る研修において、これまでに発生した内部統制の不備にお

ける発生原因、改善・是正策を踏まえ、整備すべきリスク対応策や、リスクが発現し

た際の再発防止策のあり方を検討する等、実践的な内容を加え、更なる取組の定着を

図ります。 

（２）内部統制制度の整備・運用に係る検討 

内部統制制度導入から４年が経過し、ガイドラインも改定が行われたことから、こ

れまでの取組を振り返り、リスクの設定やリスク対応策等、内部統制の整備・運用に

おける課題を洗い出すとともに、入札事務及び収入・支出事務の適正化を含め、今後

の内部統制の取組の方向性について検討を進めていきます。 

（３）過年度の不備の把握 

評価対象期間より前に発生していた不備が、当年度に発見された場合は、当年度に

おいて、過年度の不備の内容、不備が発生した理由、是正するために実施した措置及

び改善の状況について、自己評価及び評価部局による評価を実施します。 

（４）監察の強化 

日常的モニタリングでは発見できないような組織運営上の問題がないかを、別の視

点から評価する取組である監察について、内容の強化を図ります。 
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【別表１】全庁的な内部統制の評価 

基本的要素 評価の基本的な

考え方 

評価項目 整備状況 運用状況 

統制環境 １ 長は、誠実性

と倫理観に対す

る姿勢を表明し

ているか。 

１-１ 知事は、地方公共団体が事

務を適正に管理及び執行する上で、

誠実性と倫理観が重要であること

を自らの指示、行動及び態度で示し

ているか。 

・千葉県コンプライアンス基本

指針 

・千葉県コンプライアンス推進

計画 

・千葉県内部統制基本方針 

・内部統制関係通知 

・千葉県職員倫理条例、同規則

（同関係規則、規程） 

・千葉県コンプライアンス

推進計画に基づくコンプラ

イアンス向上の取組の実

施、千葉県ＨＰへの掲載 

・内部統制の整備、運用 

・倫理条例等に基づく贈与

等報告の実施及び運用状況

の公表 

１-２ 知事は、自らが組織に求め

る誠実性と倫理観を職員の行動及

び意思決定の指針となる具体的な

行動基準等として定め、職員及び外

部委託先、並びに住民等の理解を促

進しているか。 

・千葉県コンプライアンス基本

指針 

・千葉県コンプライアンス推進

計画 

・千葉県職員心得 

・千葉県内部統制基本方針 

・内部統制関係通知 

・千葉県職員倫理条例、同規則

（同関係規則、規程） 

（上記に加え） 

・本庁副課長等へのコンプ

ライアンス研修の実施、本

庁副課長等による職場内コ

ンプライアンス研修の実施 

・贈与等報告書の提出・閲

覧 

 

１-３ 知事は、行動基準等の遵守

状況に係る評価プロセスを定め、職

員等が逸脱した場合には、適時にそ

れを把握し、適切に是正措置を講じ

ているか。 

 

 

・千葉県監察規則 

・千葉県コンプライアンス基本

指針 

・職員の懲戒の手続及び効果に

関する条例 

・千葉県職員服務規程（同関係

規程） 

・倫理条例又は倫理規則に違反

した場合の懲戒処分の基準 

・職員服務規程やコンプラ

イアンス基本指針等の遵守 

・監察等による非違行為の

把握、必要な是正措置の実

施 

・職員の綱紀保持の徹底に

ついて（通知） 

・不祥事事案の千葉県ＨＰ

への掲載 

２ 長は、内部

統制の目的を達

成するに当た

り、組織構造、報

告経路および適

切な権限と責任

を確立している

か。 

２-１ 知事は、内部統制の目的を

達成するために適切な組織構造に

ついて検討を行っているか。 

・千葉県行政組織条例、千葉県

組織規程（同関係規則、規程） 

・各部局からの提案、意見

等を踏まえた最適な組織体

制の構築 

・内部統制体制の整備 

２-２ 知事は、内部統制の目的を達

成するため、職員、部署及び各種の会

議体等について、それぞれの役割、責

任及び権限を明確に設定し、適時に

見直しを図っているか。 

・千葉県行政組織条例、千葉県

組織規程（同関係規則、規程）、

職員の職の設置に関する規則 

・各部局からの提案、意見

等を踏まえた最適な組織体

制の構築 

・内部統制体制の整備 

３ 長は、内部

統制の目的を達

成するにあた

り、適切な人事

管理及び教育研

３-１ 知事は、内部統制の目的を

達成するために、必要な能力を有す

る人材を確保及び配置し、適切な指

導や研修等により能力を引き出す

ことを支援しているか。 

・千葉県人財開発基本方針 

・千葉県職員研修規程 

・千葉県職員能力開発センター

研修等実施要綱 

・人事施策による能力開

発、キャリア形成支援 

・職員能力開発センター研

修の効果的な実施 

・部局研修、職場学習及び
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修を行っている

か。 

自主的学習の支援の実施 

３-２ 知事は、職員等の内部統制

に対する責任の履行について、人事

評価等により動機付けを図るとと

もに、逸脱行為に対する適時かつ適

切な対応を行っているか。 

・千葉県人財開発基本方針 

・人事評価実施要綱 

・総合評価実施要綱 

・職員の懲戒の手続及び効果に

関する条例 

・交通事故等に係る職員の懲戒

処分等に関する取扱要綱 

・倫理条例又は倫理規則に違反

した場合の懲戒処分の基準 

・人事評価の実施 

・適切な人事管理 

リスクの評

価と対応 

４ 組織は、内

部統制の目的に

係るリスクの評

価と対応ができ

るように、十分

な明確さを備え

た目標を明示

し、リスク評価

と対応のプロセ

スを明確にして

いるか。 

４-１ 組織は、個々の業務に係る

リスクを識別し、評価と対応を行う

ため、業務の目的及び業務に配分す

ることのできる人員等の資源につ

いて検討を行い、明確に示している

か。 

・千葉県内部統制基本方針 

・内部統制関係通知 

・内部統制３様式（作業一覧表、

業務全体フロー図及びリスク

評価シート。以下同じ。） 

・組織及び定数の見直し（ＨＰ） 

・内部統制３様式によるリ

スクの識別・評価及びリス

ク対応策の整備 

４-２ 組織は、リスクの評価と対

応のプロセスを明示するとともに、

それに従ってリスクの評価と対応

が行われることを確保しているか。 

・千葉県内部統制基本方針 

・内部統制関係通知 

・内部統制３様式 

・内部統制３様式によるリ

スクの識別・評価及びリス

ク対応策の整備 

５ 組織は、内

部統制の目的に

係るリスクにつ

いて、それらを

識別し、分類し、

分析し、評価す

るとともに、評

価結果に基づい

て、必要に応じ

た対応をとって

いるか。 

５-１ 組織は、各部署において、当

該部署における内部統制に係るリ

スクの識別を網羅的に行っている

か。 

・千葉県内部統制基本方針 

・内部統制関係通知 

・内部統制３様式 

・リスク一覧 

・用途のタイプ別に内部統

制３様式を準備し、各所属

における内部統制体制を整

備 

５-２ 組織は、識別されたリスク

について、以下のプロセスを実施し

ているか。 

1) リスクが過去に経験したものであ

るか否か、全庁的なものであるか否か

を分類する 

2) リスクを質的及び量的（発生可

能性と影響度）な重要性によって分

析する 

3) リスクに対していかなる対応

策をとるかの評価を行う 

4) リスクの対応策を具体的に特

定し、内部統制を整備する 

・千葉県内部統制基本方針 

・内部統制関係通知 

・内部統制３様式 

・リスク一覧 

・用途のタイプ別に内部統

制３様式を準備し、各所属

における内部統制体制を整

備 

 

５-３ 組織は、リスク対応策の特

定に当たって、費用対効果を勘案

し、過剰な対応策をとっていない

か、その対応策の適切性を検討して

いるか。 

・千葉県内部統制基本方針 

・内部統制関係通知 

・内部統制３様式 

・過去の不祥事案や監査等

の指摘によるリスクの影響

度を踏まえたリスク対応策

を設定 
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６ 組織は、内

部統制の目的に

係るリスクの評

価と対応のプロ

セスにおいて、

当該組織に生じ

うる不正の可能

性について検討

しているか。 

６-１ 組織において、自らの地方

公共団体において過去に生じた不

正及び他の団体等において問題と

なった不正等が生じる可能性につ

いて検討し、不正に対する適切な防

止策を策定するとともに、不正を適

時に発見し、適切な事後対応策をと

るための体制の整備を図っている

か。 

・千葉県コンプライアンス基本

指針 

・千葉県コンプライアンス推進

計画 

・千葉県内部統制基本方針 

・内部統制関係通知 

・千葉県監察規則 

・千葉県職員倫理条例、規則（同

関係規則、規程） 

・千葉県コンプライアンス

推進計画に基づくコンプラ

イアンス向上の取組の実施 

・内部統制のモニタリング

としての監察体制の整備 

 

⇒不正に対する防止策を講

じているにも関わらず、一

部職員により、入札に関す

る予定価格等の情報漏洩・

収賄が行われた。 

統制活動 ７ 組織は、リ

スクの評価及び

対応において決

定された対応策

について、各部

署における状況

に応じた具体的

な内部統制の実

施とその結果の

把握を行ってい

るか。 

７-１ 組織は、リスクの評価と対

応において決定された対応策につ

いて、各部署において、実際に指示

通りに実施されているか。 

・千葉県内部統制基本方針 

・内部統制関係通知 

・内部統制３様式 

・内部統制３様式整備状況一覧

兼評価シート 

・内部統制３様式により作

業手順、リスクの発生個所

及び重要性、リスク対応策

を確認し、内部統制を運用 

・各所属による自己評価を

実施し、結果について評価

部局により確認 

７-２ 組織は、各職員の業務遂行

能力及び各部署の資源等を踏まえ、

統制活動についてその水準を含め

適切に管理しているか。 

・千葉県内部統制基本方針 

・内部統制関係通知 

・内部統制３様式 

・内部統制３様式整備状況一覧

兼評価シート 

・内部統制３様式により作

業手順、リスクの発生個所

及び重要性、リスク対応策

を確認し、内部統制を運用 

・各所属による自己評価を

実施し、結果について評価

部局により確認 

８ 組織は、権

限と責任の明確

化、職務の分離、

適時かつ適切な

承認、業務の結

果の検討等につ

いての方針及び

手続を明示し適

切に実施してい

るか。 

８-１ 組織は、内部統制の目的に

応じて、以下の事項を適切に行って

いるか。 

1) 権限と責任の明確化 

2) 職務の分離 

3) 適時かつ適切な承認 

4) 業務の結果の検討 

・千葉県行政組織条例 

・千葉県組織規程（同関係規則、

規程） 

・千葉県事務決裁規程（同関係

規程） 等 

・各部局からの提案、意見

等を踏まえた最適な組織体

制を構築 

８-２ 組織は、内部統制に係るリ

スク対応策の実施結果について、担

当者による報告を求め、事後的な評

価及び必要に応じた是正措置を行

っているか。 

・内部統制関係通知 ・各所属による自己評価を

実施し、結果について評価

部局により確認 

・評価部局による評価の結

果、「内部統制の重大な不

備」と判断されたときは、

直ちに内部統制の不備を是

正 

情報と伝達 ９ 組織は、内

部統制の目的に

係る信頼性のあ

９-１ 組織は、必要な情報につい

て、信頼ある情報が作成される体制

を構築しているか。 

・千葉県職員等の内部通報に関

する要綱 

・千葉県行政文書管理規則、同

・内部通報の運用 

・関係規則等による公文書

管理 
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る十分な情報を

作成している

か。 

規程（同関連規則、規程） 

・予算、予算の説明書、決算等 

・当初予算、補正予算、一

般会計決算見込みの公表等 

９-２ 組織は、必要な情報につい

て、費用対効果を踏まえつつ、外部

からの情報を活用することを図っ

ているか。 

・千葉県行政組織条例 

・千葉県組織規程 

・附属機関の設置及び運営等に

関する指針 

・千葉県公益通報者保護事務取

扱要綱 

・千葉県行政手続条例（パブリッ

クコメント） 

・各種会議等に対する指導 

・公益通報の運用 

・パブリックコメントの実

施 

９-３ 組織は、住民の情報を含む、

個人情報等について、適切に管理を

行っているか。 

・個人情報の保護に関する法律

施行条例及び同施行規則 

・住民基本台帳法に基づく本人

確認情報の利用及び提供に関

する条例及び同施行規則 

・情報セキュリティ基本方針及

び情報セキュリティ対策基準 

等 

・関係業務に係る説明会・

研修会の実施 

・個人情報、マイナンバー

等の適切な管理 

・各種監査の実施 

 

１０ 組織は、

組織内外の情報

について、その

入手、必要とす

る部署への伝達

及び適切な管理

の方針と手続を

定めて実施して

いるか。 

１０-１ 組織は、作成された情報

及び外部から入手した情報が、それ

らを必要とする部署及び職員に適

時かつ適切に伝達されるような体

制を構築しているか。 

・千葉県庁議規則 

・千葉県全庁情報ネットワーク

運営要綱 

・庁議・定例部課長会議の

開催 

・全庁情報ネットワークの

運用 

１０-２ 組織は、組織内における情

報提供及び組織外からの情報提供に

対して、かかる情報が適時かつ適切

に利用される体制を構築するととも

に、当該情報提供をしたことを理由

として不利な取扱いを受けないこと

を確保するための体制を構築してい

るか。 

・千葉県職員等の内部通報に関

する要綱 

・内部通報制度の運用 

モニタリン

グ 

１１ 組織は、

内部統制の基本

的要素が存在

し、機能してい

ることを確かめ

るために、日常

的モニタリング

および独立的評

価を行っている

か。 

１１-１ 組織は、内部統制の整備

及び運用に関して、組織の状況に応

じたバランスの考慮の下で、日常的

モニタリング及び独立的評価を実

施するとともに、それに基づく内部

統制の是正及び改善等を実施して

いるか。 

・千葉県内部統制基本方針 

・内部統制関係通知 

・千葉県コンプライアンス推進

計画（監察） 

・会計検査要領 

・会計検査の基本方針・実施方

針 

・内部統制におけるモニタリン

グ体制の整備・運用 

・各課による自己評価、評

価部局による確認（書面評

価） 

・会計検査の実施 

・会計検査結果の通知、改

善状況報告の受理、研修等

での不備事例の周知 

１１-２ モニタリング又は監査委

員等の指摘により発見された内部

統制の不備について、適時に是正及

・内部統制関係通知 

・千葉県内部統制評価計画 

・不適切な事項の発生に関

する連絡票による内部統制

の運用 
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び改善の責任を負う職員へ伝達さ

れ、その対応状況が把握され、モニ

タリング部署又は監査委員等に結

果が報告されているか。 

ＩＣＴへの

対応 

１２ 組織は、

内部統制の目的

に係るＩＣＴ環

境への対応を検

討するととも

に、ＩＣＴを利

用している場合

には、ＩＣＴの

利用の適切性を

検討するととも

に、ＩＣＴの統

制を行っている

か。 

１２-１ 組織は、組織を取り巻く

ＩＣＴ環境に関して、いかなる対応

を図るかについての方針及び手続

を定めているか。 

・情報システム自己評価実施要

領 

・情報システムのライフサ

イクルを通じて、適正な運

用管理、開発等が行われる

ことに資するため、継続的

な評価を実施 

１２-２ 内部統制の目的のために、

当該組織における必要かつ十分なＩ

ＣＴの程度を検討した上で、適切な

利用を図っているか。 

・情報システム自己評価実施要

領 

・情報システムのライフサ

イクルを通じて、適正な運

用管理、開発等が行われる

ことに資するため、継続的

な評価を実施 

１２-３ 組織は、ＩＣＴの全般統制

として、システムの保守及び運用の

管理、システムへのアクセス管理並

びにシステムに関する外部業者との

契約管理を行っているか。 

・情報システム自己評価実施要

領 

・情報システムのライフサ

イクルを通じて、適正な運

用管理、開発等が行われる

ことに資するため、継続的

な評価を実施 

１２-４ 組織は、ＩＣＴの業務処

理統制として、入力される情報の網

羅性や正確性を確保する統制、エラ

-が生じた場合の修正等の統制、マ

スター・データの保持管理等に関す

る体制を構築しているか。 

・情報システム自己評価実施要

領 

・情報システムのライフサ

イクルを通じて、適正な運

用管理、開発等が行われる

ことに資するため、継続的

な評価を実施 
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【別表２】業務レベルの内部統制の評価 

部局等名 
所属数 ３様式 

整備数 

不備あり 
リスク 

発現率 

本庁 出先 整備 運用 整備 運用 

総務部 15 26 1,368 21 43 1.5 3.1 

総合企画部 10 2 259 2 3 0.8 1.2 

防災危機管理部 4 1 139 - 3 - 2.2 

健康福祉部 13 33 1,336 14 97 1.0 7.3 

環境生活部 13 6 642 2 40 0.3 6.2 

商工労働部 8 8 469 2 11 0.4 2.3 

農林水産部 13 27 1,391 17 49 1.2 3.5 

県土整備部 18 28 1,444 24 155 1.7 10.7 

出納局 1 - 38 - 1 - 2.6 

議会事務局 4 - 14 - 3 - 21.4 

教育庁 12 171 6,637 31 159 0.5 2.4 

警察本部 1 39 1,240 1 29 0.1 2.3 

監査委員事務局 2 - 12 - - - - 

人事委員会事務局 2 - 22 - - - - 

労働委員会事務局 1 - 9 - - - - 

海区漁業調整 

委員会事務局 
1 - 7 - - - - 

収用委員会事務局 1 - 10 - - - - 

計 119 341 15,037 114 593 0.8 3.9 

 

整備上の不備の理由 

内部統制が存在しない 54 

規定されている方針及び手続では目的を十分に果たすことができない 44 

規定されている方針及び手続が適切に適用されていない 16 

 

整備上の不備が判明した時期 

不適切な事項の発生 20 

監査・会計検査 26 

自己点検 68 

 

運用上の不備の主な発生原因 

ア：リスクの認識不足（３様式の未整備、リスクの未設定） 7 

イ：制度の理解不足（法令等、マニュアル） 135 

ウ：チェック・確認不足（相手方、金額、数量、時期） 228 

エ：情報共有・連携不足（コミュニケーションの不足） 34 

オ：手続の漏れ・失念 159 

カ：事務の引継不足 14 

キ：その他 16 
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運用上の不備が判明した時期 

不適切な事項の発生 297 

監査・会計検査 192 

自己点検 104 
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R001 予算の未計上（計上漏れ） 2
R002 繰り越し手続（議決）の漏れ 2 1 1
R003 債務負担行為等の未設定
R004 予算科目の誤り
R005 予算減額補正の未処理（多額な不用額）
R006 年度を超えた予算執行 3 1 1
R007 不適切な予算配当時期 1 1
R008 不適切な予算流用
R009 予算の目的外執行
R010 予算消化のための支出 2 1 1
R011 横領（現金、切手類、証紙等）
R012 収賄等 2 1 1
R013 不適切な納付処理（不適切な減免）
R014 現金の過不足 5 1 1 2 1
R015 不適切な現金保管 5 1 2 2
R016 収入科目誤り 7 1 1
R017 収入相手方誤り 9
R018 収入金額誤り 16 1 2 1 1 4
R019 調定の時期誤り（請求漏れ・遅延） 39 1 1 4 1 3 13
R020 納入通知書送付先誤り 1
R021 納税義務者誤り 1 1
R022 課税情報誤り 3 3
R023 課税漏れ
R024 税額誤り 2 2
R025 法令等改正反映誤り
R026 非課税・減免処理誤り
R027 過大請求 4 1 3
R028 過小請求 1 1
R029 減免処理誤り 2 1
R030 貼付金額の過不足 3 2 1
R031 不適切な消印処理 8 1 1 1 1 3
R032 調定の根拠となる契約等の誤り 2 2
R033 不適切な還付処理 5 5
R034 不適切な相殺処理
R035 不適切な貸付金返還処理
R036 返還手続の漏れ
R037 繰り越し手続の誤り 1 1
R038 財産調査誤り
R039 滞納処分誤り
R040 不適切な債権管理（管理台帳の不備など） 2 2
R041 不適切な消滅時効の到来（督促漏れなど）
R042 不適切な徴収緩和手続
R043 不適正な支出処理・不正経理 2 1 1
R044 支出科目誤り 1 1
R045 支出相手方誤り 6 1 1 1
R046 支出金額誤り 18 3 1 3
R047 支払遅延（起票遅れ・決裁の遅れなど） 71 9 1 10 5 4 7
R048 専決（合議）区分誤り 10 1 1 3 5
R049 予定価格等の漏洩 1 1
R050 不適正な業者選定 6 1 1 1
R051 不適正な仕様作成
R052 不適正な契約内容 8 1 1 3 2
R053 不適正な検査
R054 支出負担行為の遅れ（起票前発注） 75 2 1 10 9 1 14 19
R055 指名業者選定誤り
R056 発注数量、発注物品・発注業務（委託）の誤り 10 2 3 1 2
R057 仕様の誤り 7 2 1 1 3
R058 設計金額の誤り（予定価格等誤り） 32 3 28
R059 指名通知等相手方誤り(郵送誤り)
R060 契約相手方誤り（落札者誤り） 6 1 1 2
R061 調査基準価格・最低制限価格適用誤り 7 1 1 1 1
R062 契約内容の誤り 4 2 1
R063 検査誤り 11 1 2 1 3 1
R064 発注担当者以外の発注 5 2 1 1
R065 検査担当者以外の検査 7 1 5
R066 備品登録・備品表示の誤り 1 1
R067 補助対象事業・補助対象基準等の誤り
R068 算定金額の誤り 6 3
R069 補助対象相手方の誤り
R070 暴排条項の確認誤り
R071 内示誤り
R072 交付決定の誤り
R073 概算払・前金払の誤り
R074 変更交付決定の誤り
R075 額の確定誤り 2 1 1
R076 戻入誤り
R077 精算誤り
R078 不適正支給（職員等による不正受給）
R079 支出根拠誤り 1
R080 源泉徴収誤り 1 1
R081 保管状況の不備 7 1 2 1
R082 職員の指定誤り
R083 対象経費の指定誤り
R084 過払い 1
R085 支払手続の誤り 9 1 3 3
R086 精算手続の誤り 2 1 1
R087 通帳台帳と通帳等との過不足
R088 不適正な貸付等
R089 貸付等条件誤り 1 1
R090 使用料金等算定誤り 5 2 1
R091 不十分な管理・不適切な管理 2 1
R092 非有効活用、処分漏れ
R093 登録漏れ 3 1 2
R094 不適切な不用決定、処分
R095 出納簿等と現物の過不足 3 1
R096 粉飾決算
R097 財務諸表の不正
R098 決算の誤り
R099 財務諸表の誤り
R100 伝票の紛失 3 1

商工労働部

「運用上の不備」の内訳

整理№ リスク名称 発生数計 総務部 総合企画部 防災危機管理部 健康福祉部 環境生活部 農林水産部 県土整備部 出納局
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R001 予算の未計上（計上漏れ） 2 2
R002 繰り越し手続（議決）の漏れ 2
R003 債務負担行為等の未設定
R004 予算科目の誤り
R005 予算減額補正の未処理（多額な不用額）
R006 年度を超えた予算執行 3 1
R007 不適切な予算配当時期 1
R008 不適切な予算流用
R009 予算の目的外執行
R010 予算消化のための支出 2
R011 横領（現金、切手類、証紙等）
R012 収賄等 2
R013 不適切な納付処理（不適切な減免）
R014 現金の過不足 5
R015 不適切な現金保管 5
R016 収入科目誤り 7 5
R017 収入相手方誤り 9 9
R018 収入金額誤り 16 3 4
R019 調定の時期誤り（請求漏れ・遅延） 39 15 1
R020 納入通知書送付先誤り 1 1
R021 納税義務者誤り 1
R022 課税情報誤り 3
R023 課税漏れ
R024 税額誤り 2
R025 法令等改正反映誤り
R026 非課税・減免処理誤り
R027 過大請求 4
R028 過小請求 1
R029 減免処理誤り 2 1
R030 貼付金額の過不足 3
R031 不適切な消印処理 8 1
R032 調定の根拠となる契約等の誤り 2
R033 不適切な還付処理 5
R034 不適切な相殺処理
R035 不適切な貸付金返還処理
R036 返還手続の漏れ
R037 繰り越し手続の誤り 1
R038 財産調査誤り
R039 滞納処分誤り
R040 不適切な債権管理（管理台帳の不備など） 2
R041 不適切な消滅時効の到来（督促漏れなど）
R042 不適切な徴収緩和手続
R043 不適正な支出処理・不正経理 2
R044 支出科目誤り 1
R045 支出相手方誤り 6 3
R046 支出金額誤り 18 9 2
R047 支払遅延（起票遅れ・決裁の遅れなど） 71 29 6
R048 専決（合議）区分誤り 10
R049 予定価格等の漏洩 1
R050 不適正な業者選定 6 1 2
R051 不適正な仕様作成
R052 不適正な契約内容 8 1
R053 不適正な検査
R054 支出負担行為の遅れ（起票前発注） 75 1 16 2
R055 指名業者選定誤り
R056 発注数量、発注物品・発注業務（委託）の誤り 10 2
R057 仕様の誤り 7
R058 設計金額の誤り（予定価格等誤り） 32 1
R059 指名通知等相手方誤り(郵送誤り)
R060 契約相手方誤り（落札者誤り） 6 2
R061 調査基準価格・最低制限価格適用誤り 7 3
R062 契約内容の誤り 4 1
R063 検査誤り 11 2 1
R064 発注担当者以外の発注 5 1
R065 検査担当者以外の検査 7 1
R066 備品登録・備品表示の誤り 1
R067 補助対象事業・補助対象基準等の誤り
R068 算定金額の誤り 6 3
R069 補助対象相手方の誤り
R070 暴排条項の確認誤り
R071 内示誤り
R072 交付決定の誤り
R073 概算払・前金払の誤り
R074 変更交付決定の誤り
R075 額の確定誤り 2
R076 戻入誤り
R077 精算誤り
R078 不適正支給（職員等による不正受給）
R079 支出根拠誤り 1 1
R080 源泉徴収誤り 1
R081 保管状況の不備 7 3
R082 職員の指定誤り
R083 対象経費の指定誤り
R084 過払い 1 1
R085 支払手続の誤り 9 1 1
R086 精算手続の誤り 2
R087 通帳台帳と通帳等との過不足
R088 不適正な貸付等
R089 貸付等条件誤り 1
R090 使用料金等算定誤り 5 2
R091 不十分な管理・不適切な管理 2 1
R092 非有効活用、処分漏れ
R093 登録漏れ 3
R094 不適切な不用決定、処分
R095 出納簿等と現物の過不足 3 2
R096 粉飾決算
R097 財務諸表の不正
R098 決算の誤り
R099 財務諸表の誤り
R100 伝票の紛失 3 1 1

「運用上の不備」の内訳

整理№ リスク名称 発生数計 監査委員事務局 人事委員会事務局 労働委員会事務局
海区漁業調整
委員会事務局

収用委員会事務局議会事務局 教育庁 警察本部
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R101 科目更正誤り
R102 出納簿等の記載誤り 25 7 2 1 12
R103 公印の不適正使用（納通・契約・交付決定など）
R104 年度誤り 4 1
R105 調定年月日の誤り
R106 公表資料の誤り（金入り設計書や別案件の資料を提供） 7 7
R107 参加業者名の漏洩
R108 電子メール誤送信 1 1
R109 郵便物の誤封入
R110 FAXの誤送信
R111 マニュアルの不備
R112 督促遅延 26 2 5 2 3
R113 随契結果の未公表 3 1 2
R114 納入通知書の公印漏れ
R115 事後調定票の作成漏れ 3 1 1 1
R116 （財務事務における）個人情報の紛失 2
R117 資金前渡職員名義の通帳の一括記帳 5 1 3
リスク一
覧計

538 39 2 3 84 39 10 47 144 1

リスク一
覧以外

55 4 1 13 1 1 2 11

リスク発
生数合計

593 43 3 3 97 40 11 49 155 1

領収済通知書
紛失

発注担当者に
よる履行確認

領収書廃棄
伝票番号の誤
り

契約締結のな
い委託業務の
開始

オープンカウ
ンター未利用

支出負担行為
決議書の起票
漏れ

伝票の種類の
誤り

領収証書未交
付

再度入札の１
者入札の適用
誤り

オープンカウ
ンター未利用

単価契約未締
結者からの燃
料購入

収入証紙誤貼
付

契約結果の未
公表

納付金還付誤
り

領収書分任出
納員印未押印

歳入歳出外現
金納入決議書
未決裁

押印済領収書
の未使用

入札情報サー
ビスの承認失
念

不適切な書き
損じ領収書の
処理

書損処理の未
実施

領収書発行漏
れ

収納現金の払
込期限超過

源泉徴収送付
誤り

一般競争入札
とすべきもの
を指名競争入
札で執行

納期限設定誤
り

前途資金口座
への入金未了

支出年度誤り
先日付で請求
書受領

釣銭等資金保
管状況報告書
未提出

負担行為性質
誤り

オープンカウ
ンター未利用

金融機関への
払込遅延

A　不適切な事項の発生 297 27 1 43 20 8 13 69 1
B　監査・会計検査 192 5 1 1 41 12 1 23 63
C　自己点検 104 11 1 2 13 8 2 13 23
計 593 43 3 3 97 40 11 49 155 1
ア：リスクの認識（３様式の未整備、リスクの未設定） 7 1 3 2
イ：制度の理解（法令等、マニュアル） 135 11 1 1 25 8 1 13 39
ウ：チェック・確認（相手方、金額、数量、時期） 228 17 1 34 17 8 16 60 1
エ：情報共有・連携（コミュニケーションの不足） 34 3 6 3 1 3 4
オ：手続の漏れ・失念 159 9 1 2 20 11 1 12 42
カ：事務の引継 14 2 10 1 1
キ：その他 16 1 1 2 7

計 593 43 3 3 97 40 11 49 155 1

商工労働部

「運用上の不備」の内訳

整理№ リスク名称 発生数計 総務部 総合企画部 防災危機管理部 健康福祉部 環境生活部

主
な
原
因

リ
ス
ク
一
覧
以
外

発
現
し
た
リ
ス
ク

不
備
が
判
明
し

た
時
期

農林水産部 県土整備部 出納局
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R101 科目更正誤り
R102 出納簿等の記載誤り 25 2 1
R103 公印の不適正使用（納通・契約・交付決定など）
R104 年度誤り 4 3
R105 調定年月日の誤り
R106 公表資料の誤り（金入り設計書や別案件の資料を提供） 7
R107 参加業者名の漏洩
R108 電子メール誤送信 1
R109 郵便物の誤封入
R110 FAXの誤送信
R111 マニュアルの不備
R112 督促遅延 26 13 1
R113 随契結果の未公表 3
R114 納入通知書の公印漏れ
R115 事後調定票の作成漏れ 3
R116 （財務事務における）個人情報の紛失 2 2
R117 資金前渡職員名義の通帳の一括記帳 5 1
リスク一
覧計

538 2 144 23

リスク一
覧以外

55 1 15 6

リスク発
生数合計

593 3 159 29

年末調整の所
得金額控除額
誤り

現金払込書記
入漏れ

執行伺い未実
施

入札に係る取
扱いの誤り

契約書未作成

県費歳入を振
込口座で保管

領収済通知書
紛失

履行前請求書
の保管

不要な支出

口座振替依頼
の遅延

納品書紛失

口座振替依頼
の遅延

納入通知書に
印字

納入通知書の
送付漏れ

給付金未支給

取消済納通に
よる納付

収入証紙出納
報告書報告漏
れ

事業所コード
誤り

予定価格調書
未作成

簿冊の紛失

契約締結起案
の漏れ

使用許可申請
の事務の遅延

A　不適切な事項の発生 297 2 93 20
B　監査・会計検査 192 1 39 5
C　自己点検 104 27 4
計 593 3 159 29
ア：リスクの認識（３様式の未整備、リスクの未設定） 7 1
イ：制度の理解（法令等、マニュアル） 135 2 31 3
ウ：チェック・確認（相手方、金額、数量、時期） 228 1 60 13
エ：情報共有・連携（コミュニケーションの不足） 34 9 5
オ：手続の漏れ・失念 159 55 6
カ：事務の引継 14
キ：その他 16 3 2

計 593 3 159 29

「運用上の不備」の内訳

整理№ リスク名称 発生数計

主
な
原
因

リ
ス
ク
一
覧
以
外

発
現
し
た
リ
ス
ク

不
備
が
判
明
し

た
時
期

監査委員事務局 人事委員会事務局 労働委員会事務局
海区漁業調整
委員会事務局

収用委員会事務局議会事務局 教育庁 警察本部
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共通事務標準形運用状況 

区分 標準形番号 標準形業務名 ３様式 

作成数A 

不  備 

発生件数B 

発生割合 

B/A*100 

収入 001-01 現金による収納 327 35 10.7  

001-02 納入通知書による収納 659 61 9.3  

001-03 証紙による収納 289 13 4.5  

001-04 納付書による収納 234 6 2.6  

001-05 国庫補助金等の収納 184 5 2.7  

001-06① 寄附金の納入（現金によるもの） 6   

001-06② 寄附金の納入（納付書によるもの） 11   

001-07 ふるさと納税寄付金の受入 1   

001-08① 税外債権（私債権の管理） 

＊貸付金返納・未納債権徴収・不能欠損・繰り越し等 

24 1 4.2  

001-08② 税外債権（未調定債権の管理） 8 1（整備） 12.5  

001-09 収納に係る戻出 

＊過誤納収入の還付・戻出 

229 3 1.3  

001-10 収入未済の繰り越し 225 6 2.7  

001-12 ちば電子申請システムによる電子収納 -   

公共工事 002-01 建設工事（一般競争入札） 182 10 5.5  

002-02 建設工事（指名競争入札） 266 31 11.7  

002-03 建設工事（随意契約） 301 5 1.7  

002-07① 主務課からの依頼による建設工事（一般競争入札） 12   

002-07② 主務課からの依頼による建設工事（指名競争入札） 14   

002-07③ 主務課からの依頼による建設工事（随意契約） 8 1（整備） 12.5 

002-12 建設工事に係る電子媒体（副本）保管・登録費用 17   

物品 

・ 

委託等 

003-01 物品購入・業務委託等（一般競争入札（長期継続契約の場合を

含む）） 

462 38 8.2  

003-02 物品購入・業務委託等（指名競争入札） 266 15 5.6  

003-03 物品購入・業務委託等（随意契約） 1,110 116 10.5  

003-04 物品購入（オープンカウンター） 374 8 2.1  

003-05 共通消耗品の購入 453 4 0.9  

003-06 新聞・雑誌・定期刊行物の購読 463 4 0.9  

003-07 定期的な支払い 

＊コピー・ガソリン・庁舎管理委託・清掃委託等 

539 26 4.8  

003-09 物品購入・業務委託等（随意契約）（機種選あり・プロポあり） 144 6 4.2 

003-10 物品購入・業務委託等（随意契約）（機種選あり・プロポなし） 122 2 1.6 

003-16 海外出張に伴う現地支払い 3   

003-17 自動車重量税・自賠責保険料等の支払い（資金前渡（随時 概

算）） 

222 6 2.7 

003-19 支払い等に係る戻入 221 5 2.3  

003-20 物品購入（管財課執行の一般競争入札） 134 1 0.7  

003-91 資金前渡（随時 概算）による支払い（パーツ）※ 84 6 7.1  
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区分 標準形番号 標準形業務名 ３様式 

作成数A 

不  備 

発生件数B 

発生割合 

B/A*100 

物品 

・ 

委託等 

003-92 資金前渡（随時 精算）による支払い（パーツ）※ 50   

003-93 資金前渡（常時概算）による支払い 

＊庁中常用、交際費、試買品 等 

55 3 5.5  

003-94 ＮＨＫ受信料の支払い（前金払） 301 1 0.3  

003-96 前金払による支払い（パーツ）※ 36 2 5.6  

003-97 謝礼金等の支払い（資金前渡（随時 概算）） 216 3 1.4  

003-98 公共料金等の支払い（資金前渡 （随時 精算） 390 19 4.9  

003-99 業務委託等（前金払） 41 1 2.4  

003-100 資金前渡（随時 概算）による支払い（クレジットカード） -   

財産 004-01 行政財産使用許可 258 20 7.8  

004-02 普通財産の貸付 82 6 7.3  

004-03 県有財産の随意契約による売却 13 1 7.7  

004-04 県有財産の一般競争入札による売却 3   

004-05 用地取得に伴う土地代金の支払い 25   

004-07① 土地の賃借料の支払い（用地事務関連） 29   

004-07② 土地・建物賃借料の支払い 67 3 4.5  

004-08 用地取得に伴う移転補償金の支払い 29 1 3.4  

004-09 要処理財産の処分に伴う損害金・既往使用料の徴収 3   

004-10 県有財産（行政財産・普通財産）の管理 14   

004-11 有価証券の保管 12   

負担金・

補助金・

交付金 

005-01 補助金の交付 408 22 5.4  

005-02① 負担金の支出（会費・前金払） 76   

005-02② 負担金の支出（会費・精算払） 349 4 1.1  

005-03① 負担金の支出（研修会等参加・前金払） 84 3 3.6  

005-03② 負担金の支出（研修会等参加・精算払） 74 3 4.1  

005-03③ 負担金の支出（研修会等参加・資金前渡（随時 概算）） 72   

005-04 過年度分補助金（補助金・交付金・負担金等）の返還 30 1 3.3  

その他 006-01 審議会委員報酬等の支払い 362 7 1.9 

006-04 弁護士への報償費の支払い 54 3 5.6 

006-07 しょむ２対応外職員旅費（海外旅行を除く） 190 3 1.6 

006-08① 海外出張に伴う旅費の支払い（一般職員出張） 39   

006-08② 海外出張に伴う旅費の支払い（知事出張） 21   

006-10 千葉県職員の発明等に関する出願及び登録補償金の支払い 5   

006-11 釣銭等資金の保管 107 1 0.9 

証紙 007-01 証紙売りさばき 166 14 8.4 

007-02① 証紙売りさばき手数料の支払い（売りさばき人） 12   

007-02② 証紙売りさばき手数料の支払い（市町村） 11   

007-04 証紙誤購入の還付 13   

指定管理 008-01 指定管理料の支払い 21 1 4.8 

基金 009-01 基金積み立て 12   
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区分 標準形番号 標準形業務名 ３様式 

作成数A 

不  備 

発生件数B 

発生割合 

B/A*100 

基金 009-02 基金取り崩し 9   

特別会計 010-03① 県債元金・利子の支払い（特別会計関係）:港湾課 -   

010-03② 県債元金・利子の支払い（特別会計関係）:下水道課 2   

010-04① 公営企業債の借入（特別会計関係）:港湾課 -   

010-04② 公営企業債の借入（特別会計関係）:市街地整備課 2   

010-04③ 公営企業債の借入（特別会計関係）:下水道課 1   

010-05① 県債管理事業への繰出金の支払い（特別会計関係）:港湾課 1   

010-05② 県債管理事業への繰出金の支払い（特別会計関係）:市街地整

備課 

1   

010-05③ 県債管理事業への繰出金の支払い（特別会計関係）:下水道課 4   

振替等 011-01 科目更正 250 4 1.6 

011-02 公債費に係る公金振替 4   

011-03 小切手未払資金組入 1   

011-04① 歳入歳出外現金の受払（契約保証金等） 161   

011-04② 歳入歳出外現金の受払（所得税・社会保険料等） 257 6 2.3 
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固有事務標準形運用状況 

標準形番号 標準形業務名 ３様式 

作成数A 

不  備 

発生件数B 

発生割合 

B/A*100 

固01-総01① 会計年度任用職員に係る報酬等の支給 23 1 4.3  

固01-総01② 
会計年度任用職員に係る報酬等の例外計算処理（追給・戻

入） 
7 1 14.3  

固01-総01③ 国際交流員・外国語指導助手等に係る報酬等の支給 3   

固04-総04 通信運搬代（確定申告関係書類発送費）の支払い 13   

固05-総05 （収入事務）収入報告による収納 14   

固06-総06 差押財産の換価処分等及び公売代金の取扱い 15   

固07-総07 搬出及び鑑定に関する契約 14   

固08-総08 郵便貯金の取立 15   

固08②-総08② 差押債権の取立（郵便貯金を除く） 17   

固09-総09 市町村振興資金の貸付 11   

固10-総10 選挙に係る公費負担の支払い（負担金） 10   

固12-総12 県税過誤納還付金の支払い 14 6 42.9  

固13-総13 償還金（県税還付金）の支払い 14   

固14-総14 預金照会複写代の支払い 16 1 6.3  

固14②-総15 繰越金の決算振替 11 1 9.1  

固14③-総16 県税取扱費交付金の支払い 7   

固14④-総17 個人県民税徴収取扱費交付金の支払い 13 1 7.7  

固14⑤-総18 特別徴収義務者に対する交付金の支払い 14   

固15-健01 
扶助費の支払い 

（母子家庭等自立支援給付金等） 
35 1 2.9  

固16-健02 特定不妊治療費の助成（事業終了） 14   

固17-商01 訓練手当の認定・支給 7   

固18-農01 換地清算に伴う供託金相当額の受入れ    

固19-農02 換地清算に伴う供託金の支払い    

固20-農03① 談合賠償金納付に伴う国庫補助金の返還 2   

固20-農03② 賠償金納付に伴う国庫補助金の返還 2   

固21-農04① 談合賠償金納付に伴う市町等への負担金の返還 1   

固21-農04② 賠償金納付に伴う市町村負担金の返還 1   

固24-農07 換地清算金の受入れ・支払い 1 1 100.0  

固26-県土01 国土交通省所管国有財産の境界確定 3   

固27-県土02 国土交通省所管公共用財産使用収益許可 2   

固28-県土03 河川法第９３条第１項の規定に基づく国有地の譲与 2   

固29-県土04 道路法第９４条第２項の規定に基づく国有地の譲与 2   

固30-県土05 道路法第９０条第２項の規定に基づく国有地の譲与 2   

固33-県土08 保留地の売却 4   

固34-県土09 工事に係る負担金（土地区画整理事業） 7 1 14.3  

固35-県土10 １０１条補償（土地区画整理事業） 5 2 40.0 

固36-県土11 移転補償（土地区画整理事業） 5   
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標準形番号 標準形業務名 ３様式 

作成数A 

不  備 

発生件数B 

発生割合 

B/A*100 

固37-県土12 事業用地賃貸借（土地区画整理事業） 6 2 33.3  

固38-教01 退職手当の事務（教育庁） 165 2 1.2  

固39-教02① 児童手当の支払い（定例支給）（教育庁） 7   

固39-教02② 児童手当の支払い（未払い分の支給）（教育庁） 2 1（整備） 50.0  

固44-教07 県立学校会計年度任用職員に係る報酬等の支給 403 14 3.5  

固45-教08 授業料の徴収（口座振替等） 121 13 10.7  

固46-教09 千葉県奨学資金貸付金返還金の口座振替 124 2 1.6  

固47-教10 特別支援教育就学奨励費支弁にかかる事務処理 43 1 2.3  

固48-教11 奨学のための給付金 121 2 1.7  

固49-教12 
高等学校等就学支援金（扶助費の公金振替）にかかる事務処

理 
121 4 3.3  

固50-教13 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付事務 159 1 0.6  

固51-教14 
扶助費の支払（県立中学校準要保護生徒就学援助（給食

費）） 
7   

固52-教15 特殊旅費(移転料、扶養親族移転料）の支払い 147 1 0.7  

固53-教16 学校における土地の賃借料の支払い 24   

固54-出01 税外歳入・歳入歳出外現金の審査、支払登録 12   

固55-出02 収納に係る事務（出納局課） 11 2 18.2  

固56-出03 支払事務（出納局課） 11 1 9.1  

固57-出04 支出負担行為の審査確認 11 1 9.1  

固58-出05 会計検査 11   

固59-総19 歳入歳出外現金の受払（特別法人事業税等） 14   

固60-教17 学校医等の報酬の支給 156   

固61-教18 帯同看護師報償費支給 128 3 2.3  

固62-教19 負担金の支出（リース料・概算払） 101 1 1.0  

固63-総20 インターネット公売に係る公売保証金の取扱い 14   

固64-総21 期日入札に係る公売保証金の取扱い 13   

固65-総22 賦課業務・清算業務 109 6 5.5 

固66-教20 教育財産使用許可 135 7 5.2  

固67-教21 寄附金の募集 59   

固68-教22 補助金の交付（夜間定時制高等学校夕食費補助） -   

固69-教23 入学料のキャッシュレス決済による収納 -   

固70-教24 各種証明書交付手数料のキャッシュレス決済による収納 -   

 

独自作成運用状況 

標準形番号 標準形業務名 ３様式 

作成数A 

不  備 

発生件数B 

発生割合 

B/A*100 

独自作成  459 24 5.2  
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【別表３】特別監察結果概要 

１ 農林総合研究センター（以下「農総研」）の特殊性 

・ 農総研は、千葉市緑区の本場のほか、香取市・館山市・山武市に３つの研究所を有するなど、県

内各地域に分散し、管理する敷地も広大なため、管理職員による職員の管理の目が行き届きにくい。 

・ 全体で２５０名程度の職員が在籍する、研究員や技能労務職員を主体とした組織である。各研究室では、

研究員の指導のもと、技能労務職員等が連携して栽培活動や研究活動を行っている。 

・ 数年単位で異動する研究員に対し、配属先が限定される技能労務職員は異動が難しく、同一の研

究室に長期間在籍することも多い。そのため、研究室内において、研究員よりも業務に詳しくなり、

発言力を持つことがある。 

・ 研究に使用する機械は、長年使用するため古い物が多く、頻繁に故障するため、修理を繰り返して

いる。機械の管理、運用は、技能労務職員の知識・経験を頼りにすることが多い。 

・ 農業用機械を取り扱う業者が少ないため、取引先は特定の業者となることが多い。 

・ 農総研は事業所の統合を繰り返しており、組織全体の管理に苦慮することが多い。統合前の所属

の管理が不十分なまま農総研各課・研究室に引き継がれ、農総研による一元管理が行われていない。 

２ 判明した事実及び再発防止に向けた助言 

判明した事実（原因） 本来あるべき対応 再発防止に向けた助言 

① 逮捕された職員が在籍した

研究室では、発注担当者では

ない職員が発注業務に関与し

ていた。 

財務ルール上、物品購入におい

て、発注担当者ではない職員によ

る発注業務は認められない。 

発注業務は発注担当者に指

名された職員のみが行うこと

を徹底する。 

② 農業用機械の修理におい

て、発注担当者と同じ者によ

り履行確認が行われていた。 

発注担当者による履行確認は、

認められない。 

履行確認は所属長から指名

された履行確認者が行うこと

を徹底する。 

③ 一部研究室では、機械の修理

を行った際、故障箇所が正確に

稼動したことをもって了とし、

履行確認が不十分であった。 

機械の修理における履行確認に

おいては、交換した部品を仕様書

等と照合するなど、適切に履行さ

れたことを確認する必要がある。 

業者に交換した部品を提示

させ、仕様書等と照合する等に

よる履行確認を行い、業者に対

する牽制を強化する。 

④ 所属職員全体に対するコン

プライアンス研修が十分に行

われていなかった。 

所属内のコンプライアンス研

修については、所属内の全職員に

対しても実施される必要がある。 

所属内の全職員に対するコ

ンプライアンス研修を実施す

る。 

３ 総括 

今回の特別監察を通して、以下のとおり、農総研におけるガバナンスが不十分だったことが確認できた。 

・ 農業用機械の修理における詐欺については、逮捕された職員が長期間同一の研究室に勤務するこ

とで、研究室の業務に精通するが故に、発注担当者でないにも関わらず発注業務に関与し、発注業

務を行う中で特定の業者と親密な関係を築いていた。 

・ 逮捕された職員は、経験や立場を利用して不適切な行為を行っていたが、所属した研究室では、

当該職員に対して物を言いにくい雰囲気があった。そのため、当該職員が、大量の私物を職場に持

ち込む等、特異な行動を認識しながらも、指導や是正を行わず、その状況を黙認していた。 

今回の事案が発生したのは、職員の管理の目が行き届きにくい職場の特殊性がある中、各研究室の

管理を研究室任せにしたことが、主な要因であると思料する。 

今後は、農総研幹部職員等が定期的に各研究室の状況を実地で確認するなど、現場に対する目配り

を強化し、この度の助言を基に、農総研が、具体的な取組を検討、実施することにより、農総研全体

に対するガバナンスを利かせる必要がある。 
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［参考資料１］千葉県内部統制基本方針（令和３年６月１８日改定） 

千葉県内部統制基本方針 

千葉県では、平成２２年３月に策定した「千葉県コンプライアンス基本指針」に基づき、

コンプライアンスの推進に取り組んでいます。 
基本指針では、コンプライアンスを、法令やルールを遵守するだけではなく、組織の使

命やリスクを念頭に置きながら、業務に改善の余地がないか等について常に意識し、柔軟

に対応してくことが求められるものとしています。 
また、近年の人口減少社会において、行政サービスを安定的、持続的、効率的かつ効果

的に提供していくためには、業務の効率化や業務目的のより効果的な達成等が必要となり

ます。 
これらを踏まえ、千葉県では、地方自治法第１５０条第１項の規定による方針を以下の

とおり定め、内部統制体制の整備及び適正な運用に取り組み、「業務の効率的かつ効果的な

遂行」、「財務報告等の信頼性の確保」、「業務に関わる法令等の遵守」及び「資産の保全」

の４つの目的を達成することで、最終的な目的である「県民に信頼される県政の確保」に

努めます。 

１ 内部統制の目的及び取組 

(１) 業務の効率的かつ効果的な遂行 

業務の執行に関する一連のプロセスを明らかにするとともに、不正やミスなどの業

務に潜むリスクを把握し、その対策を講じることにより、効率的かつ効果的に業務を

遂行します。 

(２) 財務報告等の信頼性の確保 

財務報告や県政に関する報告等の信頼性を確保し、県民に対する説明責任を果たす

ため、適正な手続による報告等の作成、情報の適切な保管及び管理に取り組みます。 

(３) 業務に関わる法令等の遵守 

毎年度策定する「千葉県コンプライアンス推進計画」に基づき、職員の法令遵守を

徹底し、社会からの要請に応えます。 

(４) 資産の保全 

県が保有する財産及び現金は、県民共有の資産であるため、その適切な保全及び有

効活用が図られるよう、適正な手続に基づく取得、使用、管理及び処分を行います。 

２ 内部統制の対象事務 

内部統制の対象事務は、「財務に関する事務」とします。 

３ 内部統制の対象組織 

内部統制の対象組織は、知事部局のほか、知事の権限が及ぶ範囲内で、他の執行機関

（議会事務局や各行政委員会など）も対象組織とします。 
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４ 内部統制の体制及び監査委員との連携 

内部統制による取組が適切に行われることを確保するため、令和２年４月に内部統制

体制の整備及び運用に取り組む推進部局と、内部統制体制の整備及び運用状況を評価す

る評価部局を設置しています。 
また、監査委員による監査が、内部統制に依拠して効率的かつ効果的に行われるよう、

監査委員との間で内部統制に関して情報共有や意見交換による連携を図ります。 

令和 ３ 年 ６ 月 １８ 日 

千葉県知事  
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【参考資料２】 内部統制３様式 

 
 

XX

〈作業の流れ〉

留意点等

作業一覧表

事 務 分 掌 表 上 の
分 掌 事 務 名

　○○○○に関すること

利用所属名・内部組織名 　○○部○○課○○班

標 準 形 業 務 名 　○○○○○○

　○○○課標準形作成(更新)所属

標準形作成(更新)年月日

標 準 形 番 号

令和2年9月1日

000-00

標
準
形
作
成
所
属
記
載
欄

業務の目的・目標 　県における○○を推進するにあたり、○○○○・・・・

根拠法令・マニュアル
等（個別業務関係等）

　○○規則、○○マニュアル

作業名
          ＜作業者＞

ステップ
（作業内容）

時期

具 体 的 な 業 務 名 　○○○○○○

簿 冊 名 　令和５年度　○○○

利
用
所
属
記
載
欄

標準形（作業一覧表）
の利用の有無等

　そのまま利用 ・ 修正して利用 ・ 利用なし(独自作成)
　※該当に、アンダーラインを付すこと。「修正して利用」の場合、変更箇所を赤字で記載するこ
と。

根拠法令・マニュアル
等（標準形共通）

　千葉県使用料及び手数料条例、○○○○契約書、○○財産使用契
約

利用所属作成(更新)年月日 2023/●/● 所属整理番号

【様式１】
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業　務　全　体　フ　ロ　ー　図

所属整理番号 XX

令和2年9月1日

000-00

標
準
形
作
成

所
属
記
載
欄

　　そのまま利用 ・ 修正して利用 ・ 利用なし(独自作成)
　※該当に、アンダーラインを付すこと。「修正して利用」の場合、変更箇所を赤字で記載すること。

　○○○○○○

　○○部○○課○○班

2023/●/●

標準形作成(更新)年月日

　○○○○○○

標準形番号

標準形業務名

利用所属作成(更新)年月日

利用所属名・内部組織名

具体的な業務名

利
用
所
属
記
載
欄

標準形（業務全体フロー図）
の利用の有無等

【様式２】
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標
準

形
作

成
(
更

新
)
年

月
日

令
和

2
年
9
月

1日

標
準

形
番

号
0
0
0-
0
0

標
準

形
業

務
名

利
用

所
属

作
成

(更
新

)年
月

日
2
02
3
/
●
/
●

X
X

利
用

所
属

名
・

内
部
組

織
名

具
体

的
な

業
務

名

標
準
形
（

リ
ス
ク

評
価
シ

ー
ト
）

の
利
用
の

有
無
等

過
去

5年
間

の
「監

査
で

の
指

摘
・注

意
及

び
指

導
」あ

る
い

は
「出

納
検

査
に

よ
る

指
摘

事
項

」
が

あ
っ

た
か

有
り

 ・
 無

し
※

該
当

に
ア

ン
ダ

ー
ラ

イ
ン

を
付

す
こ

と
。

※
「
有

り
」
の

場
合

は
、

右
に

記
載

。

（
１

）
作

　
　

業

（
２

）
作

業
の

中
で

想
定

さ
れ

る
リ

ス
ク

（
３

）
想

定
さ

れ
る

被
害

（
影

響
）

（
４

）
影

響
度

a

（
５

）
発

生
頻

度
b

（
６

）
重

要
度

a×
b

（
７

）
考

え
ら

れ
る

原
因

（
８

）
対

　
　

　
策

（
原

因
を

取
り

除
く
方

法
）

利
用

所
属

記
載

欄

リ
　

ス
　

ク
　

評
　

価
　

シ
　

ー
　

ト

　
○

○
○
○

○
○

00

標
準

形
作

成
所

属
記

載
欄

00

　
　

そ
の
ま

ま
利

用
 ・

 
修
正

し
て
利

用
 
・

 利
用

な
し

(
独
自

作
成

)
　
※

該
当

に
、

ア
ン
ダ

ー
ラ
イ

ン
を

付
す

こ
と
。

「
修
正

し
て
利

用
」

の
場

合
、
変

更
箇
所

を
赤

字
で

記
載
す

る
こ
と

。

　
○

○
○
○

○
○

　
○

○
部
○

○
課

○
○
班

【
監

査
等

実
施
年

度
、

内
容
】

所
属

整
理

番
号

00 00 0000

【
様

式
３

】
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【参考資料３】内部統制３様式整備状況一覧 兼 評価シート 

 別
紙

２
  

内
部

統
制

３
様

式
整

備
状

況
一

覧
 兼

 評
価

シ
ー

ト

※
塗

り
つ

ぶ
し

の
セ

ル
は

選
択

肢
か

ら
選

ぶ
入

力
方

式
で

す
。

様
式

１
：

作
業

一
覧

様
式

２
：

フ
ロ

ー
図

様
式

３
：

ﾘ
ｽ
ｸ
評

価
日

付
評

価
結

果
理

由
改

善
事

項
日

付
評

価
結

果
理

由
改

善
事

項
日

付
評

価
結

果
理

由
改

善
事

項
日

付
評

価
結

果
理

由
改

善
事

項

年
度

令
和

５
年

度

具
体

的
な

業
務

名
標

準
形

の
利

用
の

有
無

等
（
様

式
の

黄
緑

色
箇

所
の

修
正

）

標
準

形
番

号
(独

自
作

成
の

場
合

、
記

載
不

要
)

部
局

名
所

属
名

所
属

整
理

番
号

業
務

担
当

内
部

組
織

名
（
本

庁
の

班
・室

等
、

出
先

機
関

の
課

・
室

等
）

標
準

形
業

務
名

(独
自

作
成

の
場

合
、

記
載

不
要

)

標
準

形
各

様
式

の
修

正
の

有
無

（
様

式
の

黄
緑

色
箇

所
の

修
正

）

自
己

評
価

者
 職

名
（
所

属
長

）

評
価

部
局

評
価

者
 職

名

①
　

内
部

統
制

３
様

式
の

整
備

状
況

③
　

評
価

作
業

（内
部

統
制

評
価

部
局

：総
務

課
リ

ス
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

推
進

室
）

整
備

状
況

評
価

運
用

状
況

評
価

総
務

部
総

務
課

長

総
務

部
総

務
課

 リ
ス

ク
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
推

進
室

長

整
備

状
況

自
己

評
価

運
用

状
況

自
己

評
価

②
　

自
己

評
価

作
業

（各
所

属
）

内
部

統
制

担
当

者
　

職
氏

名

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス


